
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1 手続開始の公示（説明書）

特定JV乙型を構成して競争参加をする場合で、工事種別の最大構成員数（３者）を
上回らない場合において、施工内容によって特定JV甲型を組成するような場合は、
工事全体の特定JV乙型協定書とは別に、当該施工内容にかかる特定JV甲型協定書を
作成する必要はありますでしょうか。

別途特定JV甲型協定書を作成する必要はありません。

質問書に対する回答

　件名）横浜新道　新保土ヶ谷ＩＣランプ橋リニューアル工事


